
                             新医第６３２号(業) 

                             令和８年３月１７日 

 

 

  郡市医師会長 様 

 

 

                            新潟県医師会長 
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         新潟県内 COPD 協力医情報ホームページ公表要領の制定 

         及び情報掲載に係る周知への協力について（依頼） 

 

 このことについて、県福祉保健部長より協力依頼がありました。 

 県では、「健康にいがた 21（第４次）」において COPD（慢性閉塞性肺疾患）の死亡率減少

を掲げておりますが、その重症化予防及び早期発見・早期受診を促進するため、標記公表

要領を制定し、呼吸器専門医等と連携して COPD の初期診療を担う地域のかかりつけ医を

「COPD 協力医」として、県ホームページに情報を掲載したいとのことです。 

 つきましては、貴会におかれましても趣旨をご理解のうえ、貴会会員にご周知いただき

ますとともに、多くの診療所の先生方からご協力が得られますよう貴職のご高配をお願い

いたします。 

 なお、「COPD 協力医」として情報掲載を希望する場合、電子申請システムから届出をお

願いすることになりますが、届出書（用紙）による届出も可能としており、その場合は県

健康づくり支援課あて送付願います。 

 また、本件に係る届出様式及び電子申請システムによるフォームは、以下より参照いた

だけますので、要領とあわせてご案内いただけると幸いです。 

 

 【健康にいがた 21 COPD 診療に係るかかりつけ医等の情報について】 

  https://www.kenko-niigata.com/tobacco/copd/1467.html 

 

https://www.kenko-niigata.com/tobacco/copd/1467.html
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 新潟県医師会長 様 

 

新潟県福祉保健部長  

 

 

新潟県内 COPD 協力医情報ホームページ公表要領の制定 

及び情報掲載に係る周知への協力について（依頼） 

 

 

 日頃、本県における生活習慣病予防対策について御尽力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 県では、令和７年４月に策定した「健康にいがた21（第４次）」において、COPD（慢性閉

塞性肺疾患）の死亡率減少を掲げ、疾患に対する県民・医療従事者への普及啓発等に取り組

むこととしております。 

 その一環として、COPD の重症化予防及び早期発見・早期受診を促進するため、呼吸器専門

医等と連携して COPD の初期診療を担う地域のかかりつけ医を「COPD 協力医」として県ホー

ムページに情報掲載を行うこととし、別添のとおりホームページ公表要領を制定しました。 

つきましては、本制度の趣旨を御理解いただき、貴会会員へ周知いただくとともに、COPD

協力医の情報掲載について御配慮願います。 
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新潟県医師会
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新潟県内 COPD 協力医情報ホームページ公表要領 
 
１ 目的 

COPD の重症化予防及び早期発見・早期受診を促進するため、専門医と連携でき

る地域のかかりつけ医（協力医）の情報を県ホームページにおいて提供する。 
 
２ ホームページ掲載要件 
 下記の要件を満たす医療機関とする。 
（１）COPD が疑われる場合、早期発見・早期受診に繋げるため、COPD の専門治

療を担う医療機関等と適切に連携できること 
（２）専門医療機関と連携し、禁煙、感染予防、生活指導等の療養指導を含めた

日々の管理が適切に行えること 
（３）県ホームページへの掲載に同意をしていること 
 
３ 掲載情報 
 下記の情報を掲載する。 
（１）医療機関名、所在地、電話番号 
（２）その他必要な情報 
 
４ 実施方法 
（１）医療機関は、県ホームページでの掲載を希望する場合又は届出した状況に変

更が生じた場合は、「５ 届出方法」により届出する。 
（２）県は、医療機関から届出があった場合は、適宜掲載情報を更新する。 
（３）届出内容の審査については、必要に応じて新潟県医師会に意見を求める。 
 
５ 届出方法 
（１）インターネット（パソコン又はスマートフォン）による届出 
  県ホームページ電子申請システムに内容入力のうえ届出する。 
（２）届出書（用紙）による届出 
  県ホームページからダウンロードした届出書に内容記載のうえ郵送する。 
 
６ 届出先及びホームページの運営 
 福祉保健部健康づくり支援課において行う。 
 
７ その他 
（１）毎年 11 月第 3 水曜日に設定された世界 COPD デーに合わせ、関係機関に対

し、情報の活用を促進するための普及啓発等を行う。 
（２）この要領に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は健康づくり支援課長

が定める。 
 
 附 則 
この要領は、令和 8 年３月９日から施行する。 



 別 紙 

  年  月  日  

 

新潟県福祉保健部健康づくり支援課長 様 

 

医療機関名：                 

                 所 在 地：                  

                 電話番号：                  

                 代表者氏名：                 

 

新潟県内 COPD 協力医情報ホームページ掲載届出（変更届出）書 

  

 下記について、要件を満たすことから、新潟県ホームページへ掲載することを 

( 届出 ・ 変更届出 )します。 

医療機関名 
 

所 在 地 
 

電 話 番 号 
 

その他参考事項 
例）水曜午後、日曜は休診 

 

   
 
（要件） 
（１）COPD が疑われる場合、早期発見・早期受診に繋げるため、COPD の専門治療を担う医療

機関等と適切に連携できること 
（２）専門医療機関と連携し、禁煙、感染予防、生活指導等の療養指導を含めた日々の管理が適

切に行えること 
 
 
 


